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・
小
村
隆
史
准
教
授
の
紹
介 

常
葉
大
学
の
小
村
准
教
授
は
元
防
衛

庁
（
当
時
）
の
主
任
研
究
官
。
今
は
常
葉

大
学
社
会
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
属

す
る
「
地
図
読
み
」
の
専
門
家
で
す
。
災

害
図
上
訓
練
（
Ｄ
Ｉ
Ｇ
）
の
考
案
者
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
温
厚
な
方
で
、
地
図

を
読
ん
で
「
こ
こ
が
危
な
い
」
「
こ
こ
に

家
を
建
て
て
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
地

域
防
災
教
育
に
携
わ
る
傍
ら
、
実
際
に
被

災
地
を
見
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
活
動

し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
そ
ん
な
准
教
授
に
同
行
し
、
七

尾
市
と
穴
水
町
の
被
害
状
況
を
１
月
６

日
か
ら
８
日
で
確
認
し
て
き
ま
し
た
。 

  

新
幹
線
は
通
常
運
行
し
て
い
ま
し
た

の
で
石
川
県
境
の
新
高
岡
駅
前
の
ホ
テ

ル
を
拠
点
と
し
ま
し
た
。 

 

写
真
は
１
月
７
日
の
道
の
駅
「
能
登
食
祭

市
場(

七
尾
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ
ン
ズ
ワ
ー

フ)

」。 

  

 

噴
砂
の
状
況
が
確
認
で
き
ま
す
。 

  

道
の
駅
の
建
物
は
ガ
ラ
ス
が
一
枚
割
れ

た
程
度
で
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
し
た
。
傾
き

も
観
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

 

  

全
国
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
合
宿
を
誘
致
し

て
い
る
七
尾
市
で
す
が
、
水
道
や
温
泉
が

復
旧
す
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
を

要
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
合
宿
専

用
の
古
い
ホ
テ
ル
は
一
部
損
傷
が
見
ら

れ
ま
す
。 

一
方
、
和
倉
温
泉
の
近
代
的
な
ホ
テ
ル

群
は
無
事
で
す
。
き
っ
と
「
復
興
割
」
の

よ
う
な
事
業
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は
も
う
一
度
訪

れ
て
み
た
い
も
の
で
す
。 
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静
岡
県
の
市
町
が
災
害
派
遣
を
し
て

い
る
石
川
県
穴
水
町
を
目
指
し
ま
し
た
。

国
道
２
４
９
号
で
２
時
間
ほ
ど
で
す
。 

途
中
、
橋
梁
と
道
路
の
継
手
部
の
破
損

で
迂
回
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
場
所

が
何
ヶ
所
か
あ
り
ま
し
た
が
、
復
旧
工
事

を
目
に
し
た
の
は
２
カ
所
だ
け
。
海
岸
沿

い
は
ス
ム
ー
ズ
に
走
れ
る
印
象
で
す
。 

 

穴
水
に
入
る
あ
た
り
か
ら
ガ
ラ
り
と

様
相
が
変
わ
り
ま
す
。 

 

 

 

 

 

 

  

穴
水
町
の
住
宅
耐
震
化
率
は
５
０
％

と
極
端
に
低
い
。
こ
の
数
字
は
半
分
の
家

が
居
住
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
応
急
危
険
度
判
定
も
か
な
り
進
ん

で
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
耐
震
補
強
さ
れ

て
い
な
い
木
造
家
屋
の
脆
さ
を
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

無
事
に
立
っ
て
い
る
家
屋
も
、
隣
の
家
が

倒
れ
掛
か
っ
て
い
た
り
す
る
と
「
赤
紙
」

を
貼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
一
刻
も
早
く

倒
壊
家
屋
を
撤
去
し
、
居
住
可
能
な
家
屋

を
増
や
す
べ
き
で
す
。 

 

小
村
准
教
授
と
も
議
論
し
ま
し
た
が
、

今
回
被
害
の
大
き
か
っ
た
輪
島
市
や
珠

洲
市
の
地
震
地
域
係
数
（
ℤ
）
が
０
・
９

と
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
も
能
登
半

島
で
住
宅
耐
震
化
が
進
ま
な
い
原
因
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

地
域
地
震
係
数
に
つ
い
て
、
あ
る
不
動

産
屋
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
に
は 

「
地
震
地
域
係
数
と
は
各
地
域
に
お
け
る

過
去
の
地
震
の
記
録
に
基
づ
く
被
害
の
程

度
、
お
よ
び
地
震
活
動
の
状
況
な
ど
に
応

じ
て
、
国
土
交
通
省
が
１
・
０
〜
０
・
７

ま
で
の
範
囲
内
で
定
め
た
各
地
域
の
地
震

係
数
の
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
震
の
頻

度
が
少
な
い
場
所
は
地
震
が
多
い
場
所
よ

り
も
、
設
計
震
度
を
割
り
引
い
て
家
を
建

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」 

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
「
設
計
震
度
を
割
り
引
い
て
家

を
建
て
る
事
が
出
来
る
」
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
。
実
は
過
去
に
起
き

た
地
震
の
被
害
の
程
度
及
び
地
震
活
動

の
状
況
等
が
低
い
と
さ
れ
る
「
０
・
７
～

０
・
９
」
の
地
域
で
は
、
こ
の
係
数
分
、

耐
震
基
準
が
定
め
る
設
計
地
震
力
が
割

り
引
か
れ
、
法
律
上
必
要
と
さ
れ
る
建
築

物
の
耐
震
強
度
が
低
減
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

木
造
（
２
階
建
迄
）
の
建
物
の
耐
震
基
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準
は
こ
の
係
数
を
使
用
し
な
い
壁
量
計

算
方
法
で
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
震

係
数
の
低
い
地
域
住
民
に
と
っ
て
は
「
地

震
の
心
配
が
少
な
い
地
域
に
住
ん
で
い

る
ん
だ
」
と
い
う
あ
る
種
の
免
罪
符
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。 

 
 

 

私
の
住
む
静
岡
県
は
、
独
自
の
県
条
例

に
よ
っ
て
地
震
係
数
を
１
・
２
に
、
木
造

家
屋
の
必
要
壁
量
を
１
・
３
２
倍
に
引
き

上
げ
、
建
築
物
の
耐
震
性
向
上
を
促
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
静
岡
県
の
地
震
保
険

は
割
高
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
住

宅
耐
震
化
率
に
至
っ
て
は
９
割
を
超
え

て
い
ま
す
。 

「
地
震
の
発
生
頻
度
に
よ
っ
て
地
域
ご

と
に
考
慮
す
べ
き
地
震
の
大
き
さ
を
変
え

る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
基
に
１
９
５
１

年
に
東
大
の
河
角
博
士
が
作
成
し
た
「
河

角
マ
ッ
プ
」
を
踏
襲
し
た
地
域
別
地
震
係

数
（
国
土
交
通
省
告
示
１
７
９
３
号
）
は

そ
ろ
そ
ろ
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
全

国
一
律
で
１
・
０
に
統
一
し
、
静
岡
県
の

よ
う
に
各
県
の
条
例
で
、
む
し
ろ
強
化
し

て
い
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

こ
の
地
震
係
数
の
問
題
は
今
国
会
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
、
専
門
家
委
員
会
で
こ

の
秋
に
も
結
論
が
出
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
過
去
に
拘
る
の
で
は
な
く
将
来
に

備
え
る
べ
き
で
す
。
次
の
大
地
震
が
ど
こ

で
発
生
す
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
も
わ
か

り
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2
月
3
日
（
土)  
き
ゅ
り
あ
ん
（
品

川
区
総
合
区
民
会
館
）
講
習
室
に
て
2023
年

度
第
３
回
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
回
の
研
修
は
「
補
修
工
事
の
見
積
作

成
」
を
テ
ー
マ
に
中
山
事
務
局
長
が
講
師

と
な
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

前
半
は
、
積
算
の
考
え
方
で
あ
る
「
建

築
数
量
積
算
基
準
」
の
制
定
の
経
緯
と
現

在
に
つ
い
て
時
代
背
景
か
ら
各
種
の
積

算
基
準
等
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯

と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
等
に
関
す
る
解
説

で
し
た
。 

公
共
建
築
工
事
の
積
算
に
は
、
積
算
の

方
法
か
ら
単
価
や
書
式
ま
で
様
々
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。 

①
国
の
統
一
基
準
と
し
て 

・
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準 

・
公
共
建
築
工
事
共
通
費
積
算
基
準 

・
公
共
建
築
工
事
標
準
単
価
積
算
基
準 

・
公
共
建
築
数
量
積
算
基
準
、
公
共
建
築

設
備
数
量
積
算
基
準 

・
公
共
建
築
工
事
内
訳
書
標
準
書
式 

・
公
共
建
築
工
事
見
積
標
準
書
式 

②
国
交
省
資
料
と
し
て 

・
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
等
資
料 

・
営
繕
工
事
積
算
チ
ェ
ッ
ク
マ
ニ
ュ
ア
ル 

③
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
等
関
連
資

料
と
し
て 

・
営
繕
積
算
シ
ス
テ
ム
等
開
発
利
用
協
議

会
歩
掛
り 

・
公
共
建
築
工
事
積
算
研
究
会
参
考
歩
掛
り 

・
営
繕
積
算
シ
ス
テ
ム
等
開
発
利
用
協
議

会
参
考
資
料 

・
公
共
建
築
工
事
の
工
事
費
積
算
に
お
け

る
共
通
費
の
算
定
方
法
及
び
算
定
例 

・
工
事
費
積
算
に
お
け
る
数
値
の
扱
い 

④
営
繕
積
算
方
式
と
し
て 

 

・「
営
繕
積
算
方
式
」
活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル 

 

・
同
参
考
資
料
、
及
び
同
【
概
要
版
】 

 

無料電話相談窓口のご案内 

あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、当会ウェブサイトの 

「相談員名簿」（http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
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以
上
の
資
料
を
基
に
、
公
共
建
築
工
事

に
お
け
る
積
算
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
必
ず

し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
基
準
に
沿
う
部
分
や
参
考
と
す
る
部

分
を
適
切
に
検
討
し
積
算
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
に
加
え
、
労
務
費
は
公
共
工
事

設
計
労
務
単
価
（
国
土
交
通
省
公
表
）
ま

た
は
建
設
労
働
者
職
種
別
賃
金
（
厚
生
労

働
省
統
計
調
査
）
、
材
料
費
は
物
価
資
料

（
公
共
工
事
の
場
合
、
公
共
建
築
工
事
積

算
基
準
等
資
料
に
よ
り
資
料
が
指
定
さ

れ
て
い
る
）
に
よ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は

刻
々
と
変
化
し
て
い
ま
す
。 

昔
は
、
右
記
の
資
料
等
に
基
づ
く
複
合

単
価
方
式
（
歩
掛
り
に
よ
る
積
算
方
法
）

に
よ
る
積
算
が
主
流
で
し
た
が
、
近
年
は

市
場
単
価
方
式
（
材
料
費
、
労
務
費
、
下

請
経
費
等
を
含
ん
だ
市
場
で
の
実
際
の

取
引
価
格
を
積
算
に
用
い
る
方
法
）
に
移

行
し
て
い
る
と
の
こ
と
。 

さ
ら
に
小
規
模
建
築
物
の
民
間
工
事

で
積
算
す
る
場
合
に
参
考
と
す
る 

・
積
算
ポ
ケ
ッ
ト
手
帳 

建
築
編 

・
積
算
資
料
ポ
ケ
ッ
ト
版 

住
宅
建
築
編
、

リ
フ
ォ
ー
ム
編 

な
ど
も
あ
り
ま
す
。 

補
修
工
事
や
改
修
工
事
に
お
い
て
は
、

公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
等
資
料
に
て
、

執
務
平
行
改
修
（
入
居
者
が
生
活
し
な
が

ら
の
工
事
）
、
施
工
数
量
少
量
・
僅
少
工

事
、
施
工
場
所
が
点
在
す
る
等
、
物
価
資

料
等
の
単
価
・
価
格
で
は
実
状
に
合
わ
な

い
場
合
は
単
価
を
割
増
す
方
法
も
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
施
工
数
量
が
標
準

業
務
量
よ
り
小
さ
い
場
合
は
、
労
務
単
価

×

人
工+

材
料
費+

経
費
等
に
よ
り
工
事

費
を
算
出
す
る
場
合
も
多
い
。
実
状
に
合

せ
、
適
切
な
考
え
方
で
採
用
・
不
採
用
を

検
討
し
積
算
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
こ

と
で
す
。 

 

後
半
は
、
物
価
資
料
の
比
較
事
例
と
し

て
、
石
膏
ボ
ー
ド
施
工
費
の
比
較
表
を
提

示
し
、
各
物
価
資
料
の
特
徴
に
つ
い
て
解

説
が
あ
り
ま
し
た
。 

次
に
、
実
際
に
訴
訟
で
使
用
し
た
補
修

工
事
見
積
書
2
点
、
意
見
書
（
補
修
工
事

概
算
見
積
書
）
を
利
用
し
て
具
体
的
な
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
特
に
裁
判
等
に
提
出
す
る
見
積

も
り
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
、
裁
判
官
等

に
、
そ
の
見
積
も
り
に
つ
い
て
理
解
・
納

得
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
、
多
く
の
注

意
点
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

と
て
も
分
か
り
や
す
い
資
料
と
解
説

で
、
見
積
も
り
を
作
成
す
る
場
合
は
多
く

の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
深

め
た
研
修
会
で
し
た
。 

 
 

 

□
2024
年
度
総
会
日
程
の
お
知
ら
せ  

2024
年
度
総
会
は
５
月
25
日
（
土
）
午
後
に

開
催
予
定
で
す
。
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム

（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
に
よ
る
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
正
会
員
の
皆
さ
ま
は
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て

ご
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
被
災
状

況
を
毎
日
テ
レ
ビ
報
道
で
拝
見
し
て
い

ま
す
が
、
余
震
が
続
く
中
、
積
雪
も
あ
り

避
難
先
で
暖
を
と
れ
て
い
る
の
か
な
ど

過
酷
な
避
難
生
活
を
虐
げ
ら
れ
て
い
る

状
況
に
心
痛
な
思
い
で
す
。 

大
き
な
地
震
が
あ
る
た
び
に
我
が
家

も
食
料
な
ど
の
備
蓄
を
確
認
し
て
い
ま

す
が
、
各
家
庭
で
数
日
間
は
し
の
げ
る
よ

う
に
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
と
思
い
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｎ
・
Ｋ
） 

 

一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類   ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種あります。「義務と
権利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成
のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務へ
の対応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。も
ちろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いとい
う方向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」と
なりますが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体
一般会員であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
   

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 


